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○ 宇 都 宮 市 個 人 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 条 例  

平 成 2 7年 1 2月 1 7日  

条 例 第 4 0号  

改 正  平 成 2 8年 ３ 月 第 1 8号  

平 成 3 0年 1 0月 第 2 7号  

（ 題 名 改 称 ）  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は ， 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号

の 利 用 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 2 5年 法 律 第 2 7号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第

９ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 個 人 番 号 の 利 用 及 び 法 第 1 9条 第 1 0号 の 規 定 に

基 づ く 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 平 3 0条 例 2 7・ 一 部 改 正 ）  

（ 個 人 番 号 の 利 用 ）  

第 ２ 条  法 第 ９ 条 第 ２ 項 の 条 例 で 定 め る 事 務 は ， 別 表 第 １ の 左 欄 に 掲 げ る

機 関 が 行 う 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 事 務 ， 別 表 第 ２ の 左 欄 に 掲 げ る 機 関 が 行

う 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 事 務 及 び 市 長 が 行 う 法 別 表 第 ２ の 第 ２ 欄 に 掲 げ る

事 務 と す る 。  

２  別 表 第 ２ の 左 欄 に 掲 げ る 機 関 は ， 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 事 務 を 処 理 す る

た め に 必 要 な 限 度 で ， 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 特 定 個 人 情 報 で あ っ て 当 該 機

関 が 保 有 す る も の を 利 用 す る こ と が で き る 。 た だ し ， 法 の 規 定 に よ り ，

情 報 提 供 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム を 使 用 し て 他 の 個 人 番 号 利 用 事 務 実 施 者

か ら 当 該 特 定 個 人 情 報 の 提 供 を 受 け る 場 合 は ， こ の 限 り で な い 。  

３  市 長 は ， 法 別 表 第 ２ の 第 ２ 欄 に 掲 げ る 事 務 を 処 理 す る た め に 必 要 な 限

度 で ， 同 表 の 第 ４ 欄 に 掲 げ る 特 定 個 人 情 報 で あ っ て 自 ら が 保 有 す る も の

を 利 用 す る こ と が で き る 。 た だ し ， 法 の 規 定 に よ り ， 情 報 提 供 ネ ッ ト ワ

ー ク シ ス テ ム を 使 用 し て 他 の 個 人 番 号 利 用 事 務 実 施 者 か ら 当 該 特 定 個 人

情 報 の 提 供 を 受 け る 場 合 は ， こ の 限 り で な い 。  

４  前 ２ 項 の 規 定 に よ り 特 定 個 人 情 報 を 利 用 す る 場 合 に お い て ，他 の 条 例 ，

規 則 そ の 他 の 規 程 の 規 定 に よ り 当 該 特 定 個 人 情 報 と 同 一 の 内 容 の 情 報 を

含 む 書 面 の 提 出 を 義 務 付 け て い る と き は ， 当 該 書 面 の 提 出 が あ っ た も の

と み な す 。  

（ 特 定 個 人 情 報 の 提 供 ）  

第 ３ 条  法 第 1 9条 第 1 0号 の 条 例 で 定 め る 特 定 個 人 情 報 を 提 供 す る こ と が で
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き る 場 合 は ， 別 表 第 ３ の 第 １ 欄 に 掲 げ る 機 関 が ， 同 表 の 第 ３ 欄 に 掲 げ る

機 関 に 対 し ， 同 表 の 第 ２ 欄 に 掲 げ る 事 務 を 処 理 す る た め に 必 要 な 同 表 の

第 ４ 欄 に 掲 げ る 特 定 個 人 情 報 の 提 供 を 求 め た 場 合 に お い て ， 同 表 の 第 ３

欄 に 掲 げ る 機 関 が 当 該 特 定 個 人 情 報 を 提 供 す る と き と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 特 定 個 人 情 報 の 提 供 が あ っ た 場 合 に お い て ， 他 の 条

例 ， 規 則 そ の 他 の 規 程 の 規 定 に よ り 当 該 特 定 個 人 情 報 と 同 一 の 内 容 の 情

報 を 含 む 書 面 の 提 出 が 義 務 付 け ら れ て い る と き は ， 当 該 書 面 の 提 供 が あ

っ た も の と み な す 。  

（ 平 3 0条 例 2 7・ 追 加 ）  

（ 委 任 ）  

第 ４ 条  こ の 条 例 の 施 行 に つ い て 必 要 な 事 項 は ， 市 長 が 定 め る 。  

（ 平 3 0条 例 2 7・ 旧 第 ３ 条 繰 下 ）  

附  則  

こ の 条 例 は ， 平 成 2 8年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し ， 第 ２ 条 第 ２ 項 た

だ し 書 及 び 第 ３ 項 た だ し 書 の 規 定 は ， 法 附 則 第 １ 条 第 ５ 号 に 掲 げ る 規 定 の

施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 施 行 日  平 成 2 9年 ５ 月 3 0日 ）  

附  則 （ 平 成 2 8年 ３ 月 2 3日 条 例 第 1 8号 ）  

こ の 条 例 は ， 平 成 2 8年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 3 0年 1 0月 ２ 日 条 例 第 2 7号 ）  

こ の 条 例 は ， 平 成 3 0年 1 0月 ３ 日 か ら 施 行 す る 。  

別 表 第 １ （ 第 ２ 条 関 係 ）  

（ 平 3 0条 例 2 7・ 一 部 改 正 ）  

機 関  事 務  

1  市 長  宇 都 宮 市 医 療 費 助 成 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 4 8年 条 例 第 1 1号 ）

に よ る 医 療 費 の 助 成 に 関 す る 事 務 で あ っ て 市 長 が 定 め る

も の  

2  市 長  小 児 慢 性 特 定 疾 病 児 童 等（ 児 童 福 祉 法（ 昭 和 2 2年 法 律 第 1 6 4

号 ） 第 6条 の 2第 2項 に 規 定 す る 小 児 慢 性 特 定 疾 病 児 童 等 を

い う 。以 下 同 じ 。）に 対 す る 日 常 生 活 用 具 の 給 付 に 関 す る

事 務 で あ っ て 市 長 が 定 め る も の  

3  市 長  生 活 保 護 法 （ 昭 和 2 5年 法 律 第 1 4 4号 ） の 規 定 に 準 じ た 生 活

に 困 窮 す る 外 国 人 に 対 す る 保 護 の 決 定 及 び 実 施 ，就 労 自 立
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給 付 金 及 び 進 学 準 備 給 付 金 の 支 給 ，保 護 に 要 す る 費 用 の 返

還 又 は 徴 収 金 の 徴 収 に 関 す る 事 務 で あ っ て 行 政 手 続 に お

け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る

法 律 別 表 第 一 の 主 務 省 令 で 定 め る 事 務 を 定 め る 命 令（ 平 成

2 6年 内 閣 府 ・ 総 務 省 令 第 5号 ） 第 1 5条 各 号 に 掲 げ る 事 務 に

準 じ て 市 長 が 定 め る も の  

4  市 長  固 定 資 産 税 （ 地 方 税 法 （ 昭 和 2 5年 法 律 第 2 2 6号 ） 第 5条 第 2

項 第 2号 に 掲 げ る 固 定 資 産 税 を い う 。 ） ， 都 市 計 画 税 （ 同

条 第 6項 第 1号 に 掲 げ る 都 市 計 画 税 を い う 。）又 は 国 民 健 康

保 険 税 （ 同 項 第 5号 に 掲 げ る 国 民 健 康 保 険 税 を い い ， 資 産

割 に 係 る 部 分 に 限 る 。）の 過 誤 納 に 係 る 徴 収 金 の う ち 同 法

第 1 7条 の 規 定 に よ る 還 付 が で き な い も の に 係 る 過 誤 納 返

還 金 の 交 付 に 関 す る 事 務（ 以 下「 過 誤 納 返 還 金 交 付 関 係 事

務 」 と い う 。 ） で あ っ て 市 長 が 定 め る も の  

5  市 長  宇 都 宮 市 心 身 障 害 者 福 祉 手 当 支 給 条 例（ 昭 和 4 4年 条 例 第 1 5

号 ）に よ る 心 身 障 害 者 福 祉 手 当 の 支 給 に 関 す る 事 務 で あ っ

て 市 長 が 定 め る も の  

6  市 長  宇 都 宮 市 ひ と り 親 家 庭 支 援 手 当 支 給 条 例（ 平 成 2 7年 条 例 第

1 7号 ）に よ る ひ と り 親 家 庭 支 援 手 当 の 支 給 に 関 す る 事 務 で

あ っ て 市 長 が 定 め る も の  

7  市 長  不 妊 治 療 に 要 す る 費 用 の 助 成 に 関 す る 事 務 で あ っ て 市 長

が 定 め る も の  

8  市 長  障 害 者 等（ 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援

す る た め の 法 律 （ 平 成 1 7年 法 律 第 1 2 3号 ） 第 4条 第 1項 に 規

定 す る 障 害 者 及 び 同 条 第 2項 に 規 定 す る 障 害 児 を い う 。 以

下 同 じ 。）に 対 す る 日 常 生 活 用 具 の 給 付 又 は 貸 与 に 関 す る

事 務 で あ っ て 市 長 が 定 め る も の  

9  市 長  地 域 生 活 支 援 事 業 等（ 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総

合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 第 7 7条 第 1項 に 規 定 す る 地 域 生

活 支 援 事 業 及 び 同 条 第 3項 に 規 定 す る 事 業 並 び に 在 宅 の 重

度 心 身 障 害 者 に 対 す る 通 所 に よ る 訓 練 又 は 指 導 を 行 う 事

業 を い う 。以 下 同 じ 。）の 利 用 者 負 担 金 の 助 成 に 関 す る 事

務 で あ っ て 市 長 が 定 め る も の  
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1 0  市 長  私 立 幼 稚 園 に 対 す る 就 園 奨 励 費 補 助 金 の 交 付 に 関 す る 事

務 で あ っ て 市 長 が 定 め る も の  

1 1  市 長  宇 都 宮 市 難 病 患 者 福 祉 手 当 支 給 条 例 （ 平 成 2 8年 条 例 第 1 7

号 ）に よ る 難 病 患 者 福 祉 手 当 の 支 給 に 関 す る 事 務 で あ っ て

市 長 が 定 め る も の  

1 2  教 育

委 員 会  

学 校 教 育 法（ 昭 和 2 2年 法 律 第 2 6号 ）第 1 9条 の 規 定 に 基 づ く

就 学 援 助 費 の 交 付 に 関 す る 事 務 で あ っ て 市 長 が 定 め る も

の  

別 表 第 ２ （ 第 ２ 条 関 係 ）  

（ 平 2 8条 例 1 8・ 平 3 0条 例 2 7・ 一 部 改 正 ）  

機 関  事 務  特 定 個 人 情 報  

1  市 長  宇 都 宮 市 医 療 費

助 成 に 関 す る 条

例 に よ る 医 療 費

の 助 成 に 関 す る

事 務 で あ っ て 市

長 が 定 め る も の  

法 別 表 第 2の 1の 項 に 規 定 す る 医 療 保 険

給 付 関 係 情 報 ，地 方 税 関 係 情 報 若 し く は

住 民 票 関 係 情 報 ， 同 表 9の 項 に 規 定 す る

生 活 保 護 関 係 情 報 若 し く は 中 国 残 留 邦

人 等 支 援 給 付 等 関 係 情 報 ，同 表 1 0の 項 に

規 定 す る 障 害 者 関 係 情 報 ，同 表 1 3の 項 に

規 定 す る 児 童 扶 養 手 当 関 係 情 報 ，同 表 1 6

の 項 に 規 定 す る 特 別 児 童 扶 養 手 当 関 係

情 報 又 は 生 活 保 護 法 の 規 定 に 準 じ た 生

活 に 困 窮 す る 外 国 人 に 対 す る 保 護 の 実

施 若 し く は 就 労 自 立 給 付 金 及 び 進 学 準

備 給 付 金 の 支 給 に 関 す る 情 報（ 以 下「 外

国 人 生 活 保 護 関 係 情 報 」と い う 。）で あ

っ て 市 長 が 定 め る も の  

2  市 長  小 児 慢 性 特 定 疾

病 児 童 等 に 対 す

る 日 常 生 活 用 具

の 給 付 に 関 す る

事 務 で あ っ て 市

長 が 定 め る も の  

法 別 表 第 2の 1の 項 に 規 定 す る 地 方 税 関

係 情 報 ， 同 表 9の 項 に 規 定 す る 生 活 保 護

関 係 情 報 若 し く は 中 国 残 留 邦 人 等 支 援

給 付 等 関 係 情 報 又 は 外 国 人 生 活 保 護 関

係 情 報 で あ っ て 市 長 が 定 め る も の  

3  市 長  生 活 保 護 法 の 規

定 に 準 じ た 生 活

法 別 表 第 2の 1の 項 に 規 定 す る 医 療 保 険

給 付 関 係 情 報 ，地 方 税 関 係 情 報 若 し く は
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に 困 窮 す る 外 国

人 に 対 す る 保 護

の 決 定 及 び 実 施

又 は 徴 収 金 の 徴

収 に 関 す る 事 務

で あ っ て 行 政 手

続 に お け る 特 定

の 個 人 を 識 別 す

る た め の 番 号 の

利 用 等 に 関 す る

法 律 別 表 第 二 の

主 務 省 令 で 定 め

る 事 務 及 び 情 報

を 定 め る 命 令 （ 平

成 2 6年 内 閣 府・総

務 省 令 第 7号 ） 第

1 9条 各 号 に 掲 げ

る 事 務 に 準 じ て

市 長 が 定 め る も

の  

介 護 保 険 給 付 等 関 係 情 報 ， 同 表 9の 項 に

規 定 す る 生 活 保 護 関 係 情 報 若 し く は 中

国 残 留 邦 人 等 支 援 給 付 等 関 係 情 報 ，同 表

1 3の 項 に 規 定 す る 児 童 扶 養 手 当 関 係 情

報 ，同 表 1 6の 項 に 規 定 す る 障 害 者 関 係 情

報 若 し く は 特 別 児 童 扶 養 手 当 関 係 情 報 ，

同 表 2 6の 項 に 規 定 す る 戦 傷 病 者 戦 没 者

遺 族 等 援 護 関 係 情 報 若 し く は 児 童 手 当

関 係 情 報 又 は 児 童 福 祉 法 に よ る 小 児 慢

性 特 定 疾 病 医 療 費 ，療 育 の 給 付 若 し く は

障 害 児 入 所 給 付 費 の 支 給 ，母 子 及 び 父 子

並 び に 寡 婦 福 祉 法 （ 昭 和 3 9年 法 律 第 1 2 9

号 ）に よ る 資 金 の 貸 付 け 若 し く は 給 付 金

の 支 給 ，特 別 児 童 扶 養 手 当 等 の 支 給 に 関

す る 法 律 （ 昭 和 3 9年 法 律 第 1 3 4号 ） に よ

る 障 害 児 福 祉 手 当 若 し く は 特 別 障 害 者

手 当 の 支 給 ，国 民 年 金 法 等 の 一 部 を 改 正

す る 法 律（ 昭 和 6 0年 法 律 第 3 4号 ）附 則 第

9 7条 第 1項 の 福 祉 手 当 の 支 給 ， 母 子 保 健

法 （ 昭 和 4 0年 法 律 第 1 4 1号 ） に よ る 養 育

医 療 の 給 付 若 し く は 養 育 医 療 に 要 す る

費 用 の 支 給 若 し く は 障 害 者 の 日 常 生 活

及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め

の 法 律 に よ る 自 立 支 援 給 付 の 支 給 に 関

す る 情 報 で あ っ て 市 長 が 定 め る も の  

4  市 長  過 誤 納 返 還 金 交

付 関 係 事 務 で あ

っ て 市 長 が 定 め

る も の  

法 別 表 第 2の 1の 項 に 規 定 す る 地 方 税 関

係 情 報 で あ っ て 市 長 が 定 め る も の  

5  市 長  宇 都 宮 市 心 身 障

害 者 福 祉 手 当 支

給 条 例 に よ る 心

身 障 害 者 福 祉 手

法 別 表 第 2の 1の 項 に 規 定 す る 地 方 税 関

係 情 報 ，住 民 票 関 係 情 報 又 は 年 金 給 付 関

係 情 報 で あ っ て 市 長 が 定 め る も の  
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当 の 支 給 に 関 す

る 事 務 で あ っ て

市 長 が 定 め る も

の  

6  市 長  宇 都 宮 市 ひ と り

親 家 庭 支 援 手 当

支 給 条 例 に よ る

ひ と り 親 家 庭 支

援 手 当 の 支 給 に

関 す る 事 務 で あ

っ て 市 長 が 定 め

る も の  

法 別 表 第 2の 1の 項 に 規 定 す る 地 方 税 関

係 情 報 若 し く は 住 民 票 関 係 情 報 ， 同 表 9

の 項 に 規 定 す る 生 活 保 護 関 係 情 報 若 し

く は 中 国 残 留 邦 人 等 支 援 給 付 等 関 係 情

報 ，同 表 1 0の 項 に 規 定 す る 障 害 者 関 係 情

報 ，同 表 1 3の 項 に 規 定 す る 児 童 扶 養 手 当

関 係 情 報 ，同 表 1 6の 項 に 規 定 す る 特 別 児

童 扶 養 手 当 関 係 情 報 又 は 外 国 人 生 活 保

護 関 係 情 報 で あ っ て 市 長 が 定 め る も の  

7  市 長  不 妊 治 療 に 要 す

る 費 用 の 助 成 に

関 す る 事 務 で あ

っ て 市 長 が 定 め

る も の  

法 別 表 第 2の 1の 項 に 規 定 す る 地 方 税 関

係 情 報 又 は 住 民 票 関 係 情 報 で あ っ て 市

長 が 定 め る も の  

8  市 長  障 害 者 等 に 対 す

る 日 常 生 活 用 具

の 給 付 又 は 貸 与

に 関 す る 事 務 で

あ っ て 市 長 が 定

め る も の  

法 別 表 第 2の 1の 項 に 規 定 す る 地 方 税 関

係 情 報 ， 同 表 9の 項 に 規 定 す る 生 活 保 護

関 係 情 報 若 し く は 中 国 残 留 邦 人 等 支 援

給 付 等 関 係 情 報 又 は 外 国 人 生 活 保 護 関

係 情 報 で あ っ て 市 長 が 定 め る も の  

9  市 長  地 域 生 活 支 援 事

業 等 の 利 用 者 負

担 金 の 助 成 に 関

す る 事 務 で あ っ

て 市 長 が 定 め る

も の  

法 別 表 第 2の 1の 項 に 規 定 す る 地 方 税 関

係 情 報 ， 同 表 9の 項 に 規 定 す る 生 活 保 護

関 係 情 報 若 し く は 中 国 残 留 邦 人 等 支 援

給 付 等 関 係 情 報 又 は 外 国 人 生 活 保 護 関

係 情 報 で あ っ て 市 長 が 定 め る も の  

1 0  市 長  私 立 幼 稚 園 に 対

す る 就 園 奨 励 費

補 助 金 の 交 付 に

法 別 表 第 2の 1の 項 に 規 定 す る 地 方 税 関

係 情 報 で あ っ て 市 長 が 定 め る も の  
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関 す る 事 務 で あ

っ て 市 長 が 定 め

る も の  

1 1  市 長  宇 都 宮 市 難 病 患

者 福 祉 手 当 支 給

条 例 に よ る 難 病

患 者 福 祉 手 当 の

支 給 に 関 す る 事

務 で あ っ て 市 長

が 定 め る も の  

法 別 表 第 2の 1の 項 に 規 定 す る 地 方 税 関

係 情 報 ，住 民 票 関 係 情 報 又 は 年 金 給 付 関

係 情 報 で あ っ て 市 長 が 定 め る も の  

1 2  市 長  児 童 福 祉 法 に よ

る 小 児 慢 性 特 定

疾 病 医 療 費 の 支

給 に 関 す る 事 務

で あ っ て 市 長 が

定 め る も の  

外 国 人 生 活 保 護 関 係 情 報 で あ っ て 市 長

が 定 め る も の  

1 3  市 長  児 童 福 祉 法 に よ

る 障 害 児 通 所 給

付 費 ， 特 例 障 害 児

通 所 給 付 費 若 し

く は 高 額 障 害 児

通 所 給 付 費 の 支

給 又 は 障 害 福 祉

サ ー ビ ス の 提 供

に 関 す る 事 務 で

あ っ て 市 長 が 定

め る も の  

外 国 人 生 活 保 護 関 係 情 報 で あ っ て 市 長

が 定 め る も の  

1 4  市 長  児 童 福 祉 法 に よ

る 障 害 児 入 所 給

付 費 ， 高 額 障 害 児

入 所 給 付 費 又 は

特 定 入 所 障 害 児

食 費 等 給 付 費 の

外 国 人 生 活 保 護 関 係 情 報 で あ っ て 市 長

が 定 め る も の  
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支 給 に 関 す る 事

務 で あ っ て 市 長

が 定 め る も の  

1 5  市 長  児 童 福 祉 法 に よ

る 負 担 能 力 の 認

定 又 は 費 用 の 徴

収 に 関 す る 事 務

で あ っ て 市 長 が

定 め る も の  

外 国 人 生 活 保 護 関 係 情 報 で あ っ て 市 長

が 定 め る も の  

1 6  市 長  予 防 接 種 法 （ 昭 和

2 3年 法 律 第 6 8号 ）

に よ る 実 費 の 徴

収 に 関 す る 事 務

で あ っ て 市 長 が

定 め る も の  

法 別 表 第 2の 1の 項 に 規 定 す る 地 方 税 関

係 情 報 ， 同 表 9の 項 に 規 定 す る 生 活 保 護

関 係 情 報 若 し く は 中 国 残 留 邦 人 等 支 援

給 付 等 関 係 情 報 又 は 外 国 人 生 活 保 護 関

係 情 報 で あ っ て 市 長 が 定 め る も の  

1 7  市 長  生 活 保 護 法 に よ

る 保 護 の 決 定 及

び 実 施 又 は 徴 収

金 の 徴 収 に 関 す

る 事 務 で あ っ て

市 長 が 定 め る も

の  

外 国 人 生 活 保 護 関 係 情 報 で あ っ て 市 長

が 定 め る も の  

1 8  市 長  地 方 税 法 そ の 他

の 地 方 税 に 関 す

る 法 律 及 び こ れ

ら の 法 律 に 基 づ

く 条 例 に よ る 地

方 税 の 賦 課 徴 収

に 関 す る 事 務 で

あ っ て 市 長 が 定

め る も の  

法 別 表 第 2の 1の 項 に 規 定 す る 医 療 保 険

給 付 関 係 情 報 若 し く は 介 護 保 険 給 付 等

関 係 情 報 又 は 外 国 人 生 活 保 護 関 係 情 報

で あ っ て 市 長 が 定 め る も の  

1 9  市 長  公 営 住 宅 法 （ 昭 和

2 6年 法 律 第 1 9 3

法 別 表 第 2の 1の 項 に 規 定 す る 地 方 税 関

係 情 報 ， 同 表 9の 項 に 規 定 す る 生 活 保 護
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号 ） に よ る 公 営 住

宅 の 管 理 に 関 す

る 事 務 で あ っ て

市 長 が 定 め る も

の  

関 係 情 報 ，同 表 1 6の 項 に 規 定 す る 障 害 者

関 係 情 報 又 は 外 国 人 生 活 保 護 関 係 情 報

で あ っ て 市 長 が 定 め る も の  

2 0  市 長  国 民 健 康 保 険 法

（ 昭 和 3 3年 法 律

第 1 9 2号 ） に よ る

保 険 給 付 の 支 給

又 は 保 険 料 の 徴

収 に 関 す る 事 務

で あ っ て 市 長 が

定 め る も の  

法 別 表 第 2の 9の 項 に 規 定 す る 生 活 保 護

関 係 情 報 又 は 外 国 人 生 活 保 護 関 係 情 報

で あ っ て 市 長 が 定 め る も の  

2 1  市 長  住 宅 地 区 改 良 法

（ 昭 和 3 5年 法 律

第 8 4号 ）に よ る 改

良 住 宅 の 管 理 若

し く は 家 賃 若 し

く は 敷 金 の 決 定

若 し く は 変 更 又

は 収 入 超 過 者 に

対 す る 措 置 に 関

す る 事 務 で あ っ

て 市 長 が 定 め る

も の  

法 別 表 第 2の 1の 項 に 規 定 す る 地 方 税 関

係 情 報 ， 同 表 9の 項 に 規 定 す る 生 活 保 護

関 係 情 報 ，同 表 1 6の 項 に 規 定 す る 障 害 者

関 係 情 報 又 は 外 国 人 生 活 保 護 関 係 情 報

で あ っ て 市 長 が 定 め る も の  

2 2  市 長  老 人 福 祉 法 （ 昭 和

3 8年 法 律 第 1 3 3

号 ） に よ る 福 祉 の

措 置 に 関 す る 事

務 で あ っ て 市 長

が 定 め る も の  

外 国 人 生 活 保 護 関 係 情 報 で あ っ て 市 長

が 定 め る も の  

2 3  市 長  老 人 福 祉 法 に よ

る 費 用 の 徴 収 に

外 国 人 生 活 保 護 関 係 情 報 で あ っ て 市 長

が 定 め る も の  
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関 す る 事 務 で あ

っ て 市 長 が 定 め

る も の  

2 4  市 長  母 子 及 び 父 子 並

び に 寡 婦 福 祉 法

に よ る 配 偶 者 の

な い 者 で 現 に 児

童 を 扶 養 し て い

る も の 又 は 寡 婦

に つ い て の 便 宜

の 供 与 に 関 す る

事 務 で あ っ て 市

長 が 定 め る も の  

外 国 人 生 活 保 護 関 係 情 報 で あ っ て 市 長

が 定 め る も の  

2 5  市 長  母 子 保 健 法 に よ

る 費 用 の 徴 収 に

関 す る 事 務 で あ

っ て 市 長 が 定 め

る も の  

外 国 人 生 活 保 護 関 係 情 報 で あ っ て 市 長

が 定 め る も の  

2 6  市 長  高 齢 者 の 医 療 の

確 保 に 関 す る 法

律（ 昭 和 5 7年 法 律

第 8 0号 ）に よ る 保

険 料 の 徴 収 に 関

す る 事 務 で あ っ

て 市 長 が 定 め る

も の  

法 別 表 第 2の 9の 項 に 規 定 す る 生 活 保 護

関 係 情 報 又 は 外 国 人 生 活 保 護 関 係 情 報

で あ っ て 市 長 が 定 め る も の  

2 7  市 長  法 別 表 第 1の 6 3の

項 に 規 定 す る 中

国 残 留 邦 人 等 支

援 給 付 等 の 支 給

に 関 す る 事 務 で

あ っ て 市 長 が 定

め る も の  

外 国 人 生 活 保 護 関 係 情 報 で あ っ て 市 長

が 定 め る も の  
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2 8  市 長  介 護 保 険 法 （ 平 成

9年 法 律 第 1 2 3号 ）

に よ る 保 険 給 付

の 支 給 ， 地 域 支 援

事 業 の 実 施 又 は

保 険 料 の 徴 収 に

関 す る 事 務 で あ

っ て 市 長 が 定 め

る も の  

法 別 表 第 2の 9の 項 に 規 定 す る 生 活 保 護

関 係 情 報 又 は 外 国 人 生 活 保 護 関 係 情 報

で あ っ て 市 長 が 定 め る も の  

2 9  市 長  障 害 者 の 日 常 生

活 及 び 社 会 生 活

を 総 合 的 に 支 援

す る た め の 法 律

に よ る 自 立 支 援

給 付 の 支 給 又 は

地 域 生 活 支 援 事

業 の 実 施 に 関 す

る 事 務 で あ っ て

市 長 が 定 め る も

の  

外 国 人 生 活 保 護 関 係 情 報 で あ っ て 市 長

が 定 め る も の  

3 0  市 長  子 ど も ・ 子 育 て 支

援 法（ 平 成 2 4年 法

律 第 6 5号 ）に よ る

子 ど も の た め の

教 育 ・ 保 育 給 付 の

支 給 又 は 地 域 子

ど も ・ 子 育 て 支 援

事 業 の 実 施 に 関

す る 事 務 で あ っ

て 市 長 が 定 め る

も の  

外 国 人 生 活 保 護 関 係 情 報 で あ っ て 市 長

が 定 め る も の  

別 表 第 ３ （ 第 ３ 条 関 係 ）  

（ 平 3 0条 例 2 7・ 追 加 ）  
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情 報 照 会 機

関  

事 務  情 報 提 供 機

関  

特 定 個 人 情 報  

1  教 育 委

員 会  

学 校 教 育 法 第

1 9条 の 規 定 に

基 づ く 就 学 援 助

費 の 交 付 に 関 す

る 事 務 で あ っ て

市 長 が 定 め る も

の  

市 長  法 別 表 第 2の 1の 項 に 規 定 す

る 地 方 税 関 係 情 報 ，同 表 9の

項 に 規 定 す る 生 活 保 護 関 係

情 報 若 し く は 中 国 残 留 邦 人

等 支 援 給 付 等 関 係 情 報 又 は

外 国 人 生 活 保 護 関 係 情 報 で

あ っ て 市 長 が 定 め る も の  

 


